
仕 様 書 
市内全域分の投票公報を印刷する大阪市長選挙時の仕様を例に示します 

１ 品  名 

  選挙公報印刷（市内全域分） 

 

２ 数  量 

 1,750,200 部（H31大阪市長選挙実績） 

 

３ 規格等 

ブランケット判 片面印刷（候補者３人から６人掲載） 

なお、告示日に確定する候補者数により印刷する候補者数が決定する。 

 

４ 日程及び納入期限（別紙１のとおり） 

原稿の写真製版 投票日前15日（告示日前日）10時 事前預り分の原稿・写真の引渡し 

           投票日前14日（告示日）   17時まで随時追加分原稿、写真の引渡し 

製版の組換え及び校正      同        19時～24時 

印刷 投票日前13日（告示日翌日） 

配送① 投票日前12日（告示日翌々日）市・区選管・配布業者集中納品場所へ 

17時納入期限 

配送② 投票日前９日（告示日後５日）不在者投票指定施設用（市選管へ） 

 15時30分納入期限 

 

５ 納入場所 

    各区選挙管理委員会（24区）、大阪市選挙管理委員会、公報配布業者集中納品場所(１箇所)及び

不在者投票指定施設公報配布業者荷受所(１箇所) 

詳細は「選挙公報納入場所一覧表」（別紙２）参照 

 

６ 印刷方法 

（１）候補者から提出された原稿（写真を含む。）を写真製版し、オフセット輪転機により印刷する。 

印刷開始前には、必ず本市職員の検査を受け、合格した後に刷り出すこと。 

（２）印刷様式は、別紙３・４・５のとおりとし、不動文字及び区画線は、あらかじめ製版するとと

もに校正を受けておくこと。 

写真製版した原稿の組み方については、別紙６又は特記仕様書（別紙７）の掲載順序によるこ

ととし、告示日の19時ごろメール（ＰＤＦ）で掲載順序を通知するので、その指示に従って組換

えた後、本市職員の校正を受けること。 

（３）掲載する候補者の数により空き枠がある場合、啓発文（別紙８）を掲載する。１枠掲載と２枠

掲載の２種類の規格（別紙６啓発文の掲載例）を指示するので、あらかじめ製版するとともに校

正を受けておくこと。 

 

７ 紙  質  新聞更紙 

 



８ 刷  色  黒 色 

９ 納品方法 

  １部ずつ二つ折とし、1,000部で１梱包として包装のうえ、「印刷品名」「納入先」「部数」を明

示して納入すること。 

ただし、不在者投票指定施設送付用の3,600部については、次の要領で納入すること。 

① 選挙公報２部を二つ折りにし、別紙９の文書（Ａ４サイズ５枚、受注者が印刷）と合わせて、

封筒（角形二号、受注者が用意）に封入・封緘し納入すること。 

② 封筒（角形二号）に次の事項の印字を行うこと。 

・不在者投票指定施設の郵便番号・住所・宛名（発注者がExcelファイルにて提供） 

・大阪市選挙管理委員会の住所・電話番号 

・料金後納郵便のマーク 

③ 宛名データの施設数分（約1,800施設）を封入・封緘セットすること。不在者投票施設送付用

の選挙公報の余りは大阪市選挙管理委員会に納入すること。 

 

10 公報のＰＤＦファイル 

  公報の原稿について次のとおり作成し、ＣＤ-Ｒで校正完了次第納品すること。 

（１） 画面表示は、公報の全体となるようにする。 

（２） 解像度は、拡大機能の設定等で画像を表示するとともに、印刷可能な設定とすること。 

（おおむね１ＭＢから５ＭＢ以下を目安とする。） 

（３） 表示された画像の内容（文字、顔写真等）の複写ができないように設定すること。 

 

11 その他 

（１）原稿持ち込みから印刷までが非常に短期間であり、印刷後に大阪市内の各区への配送も短時間

に行う必要があり、また本市職員を現地校正で派遣する必要があるため、製版の校正場所及び印

刷工場が大阪市近郊（大阪市内から１時間程度で移動可能な場所）に所在すること。 

（２）選挙公報は、選挙執行上特に重要なものであり、誤り等があれば、選挙争訟の原因（結果とし

て選挙無効）にもなりかねないので、印刷に当たっては、特に鮮明かつ正確に印刷すること。 

なお、この際、本市職員が印刷場所において立ち会い良否を判断するのでその指示に従うこと。

また、印刷した公報は、外部に散逸することのないよう注意すること。 

（３）応札に当たっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合はよく質し、その内容を熟知の上、見

積りするものとする。契約後における仕様書の疑義は、当局の解釈によるものとする。 

（４）選挙公報を発行しないこととなった場合は、両者協議のうえ支払額を決定する。 

（５）職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を遵守すること。 

（６）大阪市暴力団排除条例を遵守すること。 

（７）契約締結した者は、契約の履行に関して、本市の職員から違法又は不適正な要求を受けたとき

は、その内容を記録し、直ちに大阪市行政委員会事務局総務課(連絡先：06‐6208‐8571)に報告

しなければならない。 

 

12 事業担当 

  大阪市行政委員会事務局選挙課（℡:6208-8511 mail:vg0008@city.osaka.lg.jp） 



日程及び納入期限

日程 時間 選挙管理委員会 印刷業者

-37 金

-36 土

-35 日

-34 月

-33 火

-32 水

-31 木

-30 金 選挙事由発生

-29 土

-28 日

-27 月

-26 火

-25 水

-24 木 立候補予定者説明会

-23 金

-22 土

-21 日

-20 月

-19 火

-18 水

-17 木

-16 金

-15 土 9時00分 公報事前預かり分印刷業者渡し 写真製版

8時30分 公報掲載申請

17時00分 公報掲載申請期限

17時30分 掲載順序のくじ

18時00分 くじの結果を印刷業者へＦＡＸ

20時00分 担当職員が印刷所へ 印刷所で初校

22時00分 校正終了

-13 月 9時00分 印刷の立会い・検査 印刷

-12 火 17時00分 納入期限 配送

-11 水

-10 木

-9 金

-8 土

-7 日

-6 月

-5 火

-4 水

-3 木

-2 金

-1 土

0 日 大阪市長選挙投票日

月日・曜日

-14 日

追加原稿あれば写真製版

掲載順序確定版の
組み換え

大阪市長選挙告示日

掲
載
枠
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文
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別紙1平成31年執行 大阪市長選挙時の例をイメージとして示します



別紙２

区　名 納 入 場 所 所　在　地 電　話 納入部数

北    区 北区選挙管理委員会 　大阪市北区扇町２丁目１番２７号 06-6313-9626 300

都 島 区 　都島区選挙管理委員会 　大阪市都島区中野町２丁目１６番２０号 06-6882-9626 300

福 島 区 福島区選挙管理委員会 　大阪市福島区大開１丁目８番１号 06-6464-9626 300

此 花 区 此花区選挙管理委員会 　大阪市此花区春日出北１丁目８番４号 06-6466-9626 300

中 央 区 　中央区選挙管理委員会 　大阪市中央区久太郎町１丁目２番２７号 06-6267-9626 300

西    区 西区選挙管理委員会 　大阪市西区新町４丁目５番１４号 06-6532-9626 300

港    区 港区選挙管理委員会 　大阪市港区市岡１丁目１５番２５号 06-6576-9626 300

大 正 区 大正区選挙管理委員会 　大阪市大正区千島２丁目７番９５号 06-4394-9626 300

天王寺区 天王寺区選挙管理委員会 　大阪市天王寺区真法院町２０番３３号 06-6774-9626 300

浪 速 区 浪速区選挙管理委員会 　大阪市浪速区敷津東１丁目４番２０号 06-6647-9626 300

西淀川区 西淀川区選挙管理委員会 　大阪市西淀川区御幣島１丁目２番１０号 06-6478-9626 300

淀 川 区 淀川区選挙管理委員会 　大阪市淀川区十三東２丁目３番３号 06-6308-9626 300

東淀川区 東淀川区選挙管理委員会 　大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号 06-4809-9626 300

東 成 区 東成区選挙管理委員会 　大阪市東成区大今里西２丁目８番４号 06-6977-9626 300

生 野 区 生野区選挙管理委員会 　大阪市生野区勝山南３丁目１番１９号 06-6715-9626 300

旭    区 　旭区選挙管理委員会 　大阪市旭区大宮１丁目１番１７号 06-6957-9626 300

城 東 区 　城東区選挙管理委員会 　大阪市城東区中央３丁目５番４５号 06-6930-9626 300

鶴 見 区 　鶴見区選挙管理委員会 　大阪市鶴見区横堤５丁目４番１９号 06-6915-9626 300

阿倍野区 阿倍野区選挙管理委員会 　大阪市阿倍野区文の里１丁目１番４０号 06-6622-9626 300

住之江区 　住之江区選挙管理委員会 　大阪市住之江区御崎３丁目１番１７号 06-6682-9626 300

住 吉 区 住吉区選挙管理委員会 　大阪市住吉区南住吉３丁目１５番５５号 06-6694-9626 300

東住吉区 　東住吉区選挙管理委員会 　大阪市東住吉区東田辺１丁目１３番４号 06-4399-9626 300

平 野 区 　平野区選挙管理委員会 　大阪市平野区背戸口３丁目８番１９号 06-4302-9626 300

西 成 区 　西成区選挙管理委員会 　大阪市西成区岸里１丁目５番２０号 06-6659-9626 300

大阪市選挙管理委員会 　大阪市北区中之島１丁目３番２０号（市役所４階） 06-6208-8512 500

公報配布業者
集中納品場所

　 1,738,900

不在者投票指定施設
公報配布業者荷受所

　大阪市域の近郊に所在 3,600

1,750,200

平成31年執行大阪市長選挙の納入場所・部数等を例として示します

選挙公報納入場所一覧表

計



１８０mm

１５５mm

（この公報は、公職選挙法第百六十九条及び大阪市選挙公報条例第四条の規定により候補者からの原稿を原文のまま掲載したものです。）

－令和　　年　　月　　日執行－

大阪市長選挙 選挙公報

啓発文を掲載

大 阪 市 選 挙 管 理 委 員 会　

大
阪
市
長
選
挙
の
例
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
示
し
ま
す

別
紙
3



別紙4

－令和　　年　　月　　日執行－

大阪市長選挙の例をイメージとして示します 片面　印刷

必ず投票しましょう 発行　大阪市選挙管理委員会

選挙公報 大阪市長選挙
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（１）
（２）

大阪市長選挙の例をイメージとして示します

発行　大阪市選挙管理委員会

－令和　　年　　月　　日執行－

180mm
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必ず投票しましょう

選挙公報 大阪市長選挙
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　３～６人

啓発文 5 啓　発　文

空き枠が２つの場合

2 1

4 3

啓発文の掲載例

2 1

4 3

空き枠が１つの場合

（掲載申請があった候補者の数）

　－１－

1

3

ブランケット判　片面印刷

5

2

4

6

第１面



 
特記仕様書 

 
告示日に確定する候補者数が「３人から６人」以外となった場合は、仕様書「３ 規格等」を

次のとおり変更する。 
 
・候補者数が２人の場合 
「タブロイド版片面印刷」とし、本契約の「見積書に記載された金額」に 0.606 を乗じた額に
消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。 

・候補者数が７から 12人の場合 
「ブランケット版両面印刷」とし、本契約の「見積書に記載された金額」に 1.011 を乗じた額
に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。 

・候補者数が 13人以上の場合 
発注者及び受託者で協議の上、取り扱いを決めるものとする。 

・候補者が１人のため無投票となった場合は印刷を中止とし、発注者及び受託者で協議の上、 
取り扱いを決めるものとする。 

  
 
【印刷様式および掲載順序】 

 
１）タブロイド型（掲載申請があった候補者の数 ２人） 

 
    別紙３のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）ブランケット判 両面印刷（掲載申請があった候補者の数 ７～12人） 
 

 別紙４・５のとおり 
 
          第 1 面                            第 2 面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

  

  

 

掲載順① 

 
掲載順① 

 
掲載順② 

 
掲載順④ 

 
掲載順③ 

 
掲載順⑤ 

 
掲載順⑥ 

 
掲載順⑦ 

(⑤) 

 
掲載順⑧ 

(⑥) 

 
掲載順⑩ 

(⑧) 

 
掲載順⑨ 

(⑦) 

 
掲載順⑪ 

 
掲載順⑫ 

※ただし、７～８人のときは、第１面に１～４
順位までとし、第２面に（ ）内の数により、
５～７順位又は５～８順位とする。 

 

別紙７ 

掲載順② 



啓発文 
 
１ ●●選挙 

投 票 日 ●月●日（日） 

      投票時間 朝７時～夜８時 

 

２ 標    語 

さあ投票 選挙の主役はあなたです 

 

３ 期日前投票 

  投票日に仕事やレジャー等の予定のある方は、区選挙管理委員会などで期日前投票ができます。 

【投票期間・時間】 

    ▼月▼日(月）から▲日(日)…午前８時30分から午後８時まで 

●月●日(月）から■日(土)…午前８時30分から午後９時まで時間延長 

   ※ただし、コミュニティプラザ平野（平野区民センター）では 

▼月▼日(月)から●月■日(土)…午前９時30分から午後５時30分まで 

 

４ 不在者投票 

都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入所中の方も、その施設で不在者投票ができ

ます。 

 

５ 点字投票・代理投票 

   視覚に障がいがある方は点字で投票することができます。また、身体に障がいがある方は代理投票の制

度があります。いずれも、投票所の受付に申し出てください。  

 

６ 手話通訳 

   投票日に投票所において手話通訳が必要な方は、事前に区選挙管理委員会に申し出てください。 

 

７ 詳しくは、市選挙管理委員会(TEL6208-8511)または区選挙管理委員会におたずねください。 

 

８ シンボルマーク（マスコット） 

 別 紙 ８

７ 



 〇年〇月 

不在者投票指定施設 

 不在者投票管理者 様 

大阪市選挙管理委員会事務局長  

 

●●選挙の選挙公報の送付について 

 

 不在者投票事務の管理につきましては、常々御尽力をいただき感謝いたしております。 

 さて、令和●年●月●日執行の●●選挙における選挙公報を別添のとおり送付いたします。 

 つきましては、選挙人の便宜を図るために選挙人から要請があれば、投票の記載場所以外の場所

で、選挙公報を選挙人に閲覧させていただきますようお願いいたします。 

 なお、投票場所に常時備え付けておくことのないよう、また、閲覧させる選挙公報に加筆したり、

その一部を切り取ったりすることがないように十分御注意願います。 

 
 
 
 

 

 

不在者投票管理経費の請求時のお願い 

 

 不在者投票管理請求について、次のとおり実施していただきますようお願いします。 

請求は、原則として不在者投票管理者である院長又は施設長名でお願いします。 

ただし、①院長又は施設長名に代えて、理事長名等で請求する場合 ②院長又は施設長名で 

請求し、振込口座名義が理事長名義などの場合は、必ず委任状を添付してください。 

  

別 紙 ９ 



 
 

【不在者投票用紙の請求及び投票の送付先】(大阪市選挙管理委員会には請求できません) 

北 区選挙管理委員会  〒530－8401 北区扇町 2－1－27      区役所内 06(6313)9626 

都島区選挙管理委員会   〒534－8501  都島区中野町 2－16－20   区役所内 06(6882)9626 

福島区選挙管理委員会  〒553－8501  福島区大開 1－8－1       区役所内 06(6464)9626 

此花区選挙管理委員会   〒554－8501  此花区春日出北 1－8－4  区役所内 06(6466)9626  

中央区選挙管理委員会  〒541－8518  中央区久太郎町 1－2－27  区役所内 06(6267)9626 

西 区選挙管理委員会  〒550－8501  西区新町 4－5－14        区役所内 06(6532)9626  

港 区選挙管理委員会  〒552－8510 港区市岡 1－15－25     区役所内 06(6576)9626 

大正区選挙管理委員会  〒551－8501 大正区千島 2－7－95     区役所内 06(4394)9626  

天王寺区選挙管理委員会 〒543－8501  天王寺区真法院町 20－33  区役所内 06(6774)9626 

浪速区選挙管理委員会  〒556－8501 浪速区敷津東 1－4－20    区役所内 06(6647)9626 

西淀川区選挙管理委員会 〒555－8501  西淀川区御幣島１－2－10  区役所内 06(6478)9626 

淀川区選挙管理委員会  〒532－8501  淀川区十三東 2－3－3     区役所内 06(6308)9626 

東淀川区選挙管理委員会 〒533－8501 東淀川区豊新 2－1－4    区役所内 06(4809)9626 

東成区選挙管理委員会  〒537－8501 東成区大今里西 2－8－4   区役所内 06(6977)9626 

生野区選挙管理委員会  〒544－8501 生野区勝山南 3－1－19    区役所内 06(6715)9626 

旭区選挙管理委員会   〒535－8501 旭区大宮 1－1－17      区役所内 06(6957)9626 

城東区選挙管理委員会  〒536－8510 城東区中央 3－5－45     区役所内 06(6930)9626 

鶴見区選挙管理委員会  〒538－8510 鶴見区横堤 5－4－19     区役所内 06(6915)9626 

阿倍野区選挙管理委員会 〒545－8501  阿倍野区文の里 1－1－40  区役所内 06(6622)9626  

住之江区選挙管理委員会 〒559－8601 住之江区御崎 3－1－17    区役所内 06(6682)9626 

住吉区選挙管理委員会  〒558－8501 住吉区南住吉 3－15－55  区役所内 06(6694)9626 

東住吉区選挙管理委員会 〒546－8501  東住吉区東田辺 1－13－4  区役所内 06(4399)9626 

平野区選挙管理委員会  〒547－8580 平野区背戸口 3－8－19    区役所内 06(4302)9626 

西成区選挙管理委員会  〒557－8501 西成区岸里 1－5－20     区役所内 06(6659)9626 

 

【不在者投票管理経費の請求先】 

大阪市選挙管理委員会    〒530－8201  北区中之島 1－3－20 市役所内(４階北西側) 06(6208)8511 



 
年  月  日 

 大 阪 市 長  あて 

                             （〒   －    ） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 

                     フ リ ガ ナ 

                     病 院 等 の 名 称 

                     不 在 者 投 票 管 理 経 費 

                     請 求 者 ・ 氏 名                    ○印  
  

不 在 者 投 票 管 理 経 費 請 求 書 
 

  令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費として下記の金額を請求します。 

 

記 
 

１ 請求金額総計         円（１人 １０５０円×   人分）※投票者数の内訳は裏面記載のとおり 

 
２ 振替指定口座 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 

振替先銀行名 

 

銀行                 支店 

預 金 種 別 １ 普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 口 座 番 号        

 

口 座 名 義 

ｶ ﾀ ｶ ﾅ 

口 座 名 義 

 

 

 

 

事務担当者名  電 話 番 号  
 

注１ 所在地、名称等は、必ず正式名称を記入してください。 

注２ 口座名義カタカナは、必ず通帳等で確認のうえ、記入してください。（フリガナではないことに御注意ください。） 

注３ 口座名義は、省略せずに必ず銀行届出のとおり正確に記入してください。 

注４ 「ゆうちょ銀行」の場合は、通帳に記載されている口座番号（記号・番号）は、そのまま振込用の口座番号とし

ては使用できません。振込用の「店名・口座番号」が不明な場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、又はＨＰ等

で御確認の上記入してください。 

注５ 不在者投票管理経費請求者又は振替指定口座の名義人（受取人）が不在者投票管理者（指定施設の長）と異なる

場合は、下記委任状に御記入ください。 

 

令和  年  月  日 

大 阪 市 長  あて 

（〒   －    ） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ）  
                     フ リ ガ ナ 
                     病 院 等 の 名 称 

                     不 在 者 投 票 管 理 者 氏 名                    ○印  

委  任  状 
 

令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費の 

[①請求 ・ ② 受領 ・③ 請求及び受領]について、                          

 

 

に委任します。 

 
整 理 番 号 

 

住 所 

（所在地） 

氏 名 

（名称及び代表者の職氏名） 



（裏面） 

不 在 者 投 票 者 数 内 訳 

 

№ 
選 挙 管 理 

委 員 会 名 

不 在 者 

投票者数 
№ 

選 挙 管 理 

委 員 会 名 

不 在 者 

投票者数 

  １ 北 区 人 １３ 東 淀 川 区 人 

  ２ 都 島 区 人 １４ 東 成 区 人 

  ３ 福 島 区 人 １５ 生 野 区 人 

  ４ 此 花 区 人 １６ 旭 区 人 

  ５ 中 央 区 人 １７ 城 東 区 人 

  ６ 西 区 人 １８ 鶴 見 区 人 

  ７ 港 区 人 １９ 阿 倍 野 区 人 

  ８ 大 正 区 人 ２０ 住 之 江 区 人 

  ９ 天 王 寺 区 人 ２１ 住 吉 区 人 

１０ 浪 速 区 人 ２２ 東 住 吉 区 人 

１１ 西 淀 川 区 人 ２３ 平 野 区 人 

１２ 淀 川 区 人 ２４ 西 成 区 人 

 計 人 

 



 

 

 

 

 

 

 

記載例① 院長又は施設長の不在者投票管理者が請求・費用受領を行う場合 

 

 

記載例② 医療法人・社会福祉法人等の理事長等、不在者投票管理者以外の者

が請求・費用受領の両方を行う場合（ ※ 委任状の記入必要 ） 

 

 

記載例③ 院長又は施設長の不在者投票管理者が請求し、医療法人・社会福祉

法人等の理事長等、不在者投票管理者以外の者が費用受領を行う場

合（請求者と受領者が異なる場合）（ ※ 委任状の記入必要 ） 

 

 

※ 請求書に不備がある場合、支払が遅れることがありますので、必ずお読みください。 
 

 

不在者投票管理経費請求書記載例等 



          ☆記載不要 整 理 番 号 

 

 
令和  年  月  日 

  

  
 
大 阪 市 長  あて 

                              （〒５３０－８２０１） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

                     フ リ ガ ナ イリョウホウジン      マルマルカイ   ペケペケビョウイン 
                     病 院 等 の 名 称 医療法人 ○○会 ××病院 

                     不 在 者 投 票 管 理 経 費 

                     請 求 者 ・ 氏 名 院長 大阪 太郎       
  

不 在 者 投 票 管 理 経 費 請 求 書 
 

 令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費として下記の金額を請求します。 

 

記 

１ 請求金額総計  12,600  円（１人 １０５０円× １２ 人分）※投票者数の内訳は裏面記載のとおり 

 
２ 振替指定口座 

  

  

 

  

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 

振替先銀行名 

カ  ク  カ  ク                                                    マ  ル  マ  ル 

□  □  銀行          ○  ○   支店 

預 金 種 別 ○1  普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 口 座 番 号 ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ 

 

口 座 名 義 

ｶ ﾀ ｶ ﾅ 

口 座 名 義 

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ ﾏﾙﾏﾙｶｲ  ﾍﾟｹﾍﾟｹﾋﾞｮｳｲﾝ ｲﾝﾁｮｳ ｵｵｻｶ ﾀﾛｳ 

医療法人 ○○会 ××病院  院長 大阪 太郎 

 

 

事務担当者名 選挙 一郎 電 話 番 号 ０６－６２０８－８５１１ 

注１ 所在地、名称等は、必ず正式名称を記入してください。 

注２ 口座名義カタカナは、必ず通帳等で確認のうえ、記入してください。（フリガナではないことに御注意ください。） 

注３ 口座名義は、省略せずに必ず銀行届出のとおり正確に記入してください。 

注４ 「ゆうちょ銀行」の場合は、通帳に記載されている口座番号（記号・番号）は、そのまま振込用の口座番号とし

ては使用できません。振込用の「店名・口座番号」が不明な場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、又はＨＰ等

で御確認の上記入してください。 

注５ 不在者投票管理経費請求者又は振替指定口座の名義人（受取人）が不在者投票管理者（指定施設の長）と異なる

場合は、下記委任状に御記入ください。 
 
 

令和  年  月  日 
 大 阪 市 長  あて 

                              （〒   －    ） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ）  
                     フ リ ガ ナ  
                     病 院 等 の 名 称  

                     不 在 者 投 票 管 理 者 氏 名                    ○印 
 

委  任  状 
 

令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費の 

[①請求 ・ ② 受領 ・③ 請求及び受領]について、                          
    

  

に委任します。 

  

 

 

◇不在者投票を行った日以降の日付 

住 所 

（ 所 在 地 ） 

氏 名 

（名称及び代表者の職氏名） 

院長 

の印 

記載例① 院長名又は施設長名で請求・費用受領を行う場合 

 

 

◇運営法人名と施設名を記載 

◇施設印は不可 



          ☆記載不要 整 理 番 号 

 

 
  

  

  
 
大 阪 市 長  あて 

                              （〒５３０－８２０１） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

                     フ リ ガ ナ イリョウホウジン      マルマルカイ    
                     病 院 等 の 名 称 医療法人 ○○会 

                     不 在 者 投 票 管 理 経 費 

                     請 求 者 ・ 氏 名 理事長 浪速 次郎       
  

不 在 者 投 票 管 理 経 費 請 求 書 
 

 令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費として下記の金額を請求します。 

記 

１ 請求金額総計  12,600  円（１人 １０５０円× １２ 人分）※投票者数の内訳は裏面記載のとおり 

２ 振替指定口座 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

  

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 

振替先銀行名 

 マ  ル  マ  ル                                                    カ  ク  カ  ク 

○  ○  銀行           □  □     支店 

預 金 種 別 ○1  普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 口 座 番 号 ０ ０ ５ ４ ３ ２ １ 

 

口 座 名 義 

ｶ ﾀ ｶ ﾅ 

口 座 名 義 

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ ﾏﾙﾏﾙｶｲ    リジチョウ  ナニワ ジロウ 

医療法人 ○○会  理事長 浪速 次郎 

 

 

事務担当者名 選挙 一郎 電 話 番 号 ０６－６２０８－８５１１ 

注１ 所在地、名称等は、必ず正式名称を記入してください。 

注２ 口座名義カタカナは、必ず通帳等で確認のうえ、記入してください。（フリガナではないことに御注意ください。） 

注３ 口座名義は、省略せずに必ず銀行届出のとおり正確に記入してください。 

注４ 「ゆうちょ銀行」の場合は、通帳に記載されている口座番号（記号・番号）は、そのまま振込用の口座番号とし

ては使用できません。振込用の「店名・口座番号」が不明な場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、又はＨＰ等

で御確認の上記入してください。 

注５ 不在者投票管理経費請求者又は振替指定口座の名義人（受取人）が不在者投票管理者（指定施設の長）と異なる

場合は、下記委任状に御記入ください。 
 

令和  年  月  日 
 大 阪 市 長  あて 

                              （〒５３０－８２０１） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

                     フ リ ガ ナ イリョウホウジン      マルマルカイ   ペケペケビョウイン 
                     病 院 等 の 名 称 医療法人 ○○会 ××病院 

                     不 在 者 投 票 管 理 者 氏 名 院長 大阪 太郎       
 
 

委  任  状 
 

令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費の 

[①請求 ・ ② 受領 ・③ 請求及び受領について、                          

    

  

に委任します。 

 

 

◇不在者投票を行った日以降の日付 

大阪市北区中之島１丁目３番２０号 
住 所 

（所在地） 

氏 名 

（名称及び代表者の職氏名） 

理事長 

の印 

医療法人 ○○会 
理事長  浪速 次郎 

 

令和  年  月  日 

院長 

の印 

◇請求書の日付と同日 

記載例② 医療法人・社会福祉法人等の理事長等が請求・費用受領の両方を行う場合 

◇法人印は不可 

◇施設印は不可 

 

 

◇運営法人名と施設名を記載 



          ☆記載不要 整 理 番 号 

 

 
 
  

  
  
大 阪 市 長  あて 

                              （〒５３０－８２０１） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

                     フ リ ガ ナ イリョウホウジン      マルマルカイ   ペケペケビョウイン 
                     病 院 等 の 名 称 医療法人 ○○会 ××病院 

                     不 在 者 投 票 管 理 経 費 

                     請 求 者 ・ 氏 名  院長 大阪 太郎       
  

不 在 者 投 票 管 理 経 費 請 求 書 
 

 令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費として下記の金額を請求します。 

 
 記  
 
１ 請求金額総計  １２,６００  円（１人 １０５０円× １２ 人分）※投票者数の内訳は裏面記載のとおり 

２ 振替指定口座 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

  

（ ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ ） 

振替先銀行名 

 マ  ル  マ  ル                                                    カ  ク  カ  ク 

○  ○  銀行           □  □     支店 

預 金 種 別 ○1  普通 ２ 当座 ３ 貯蓄 口 座 番 号 ０ ０ ５ ４ ３ ２ １ 

 

口 座 名 義 

ｶ ﾀ ｶ ﾅ 

口 座 名 義 

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝ ﾏﾙﾏﾙｶｲ    リジチョウ  ナニワ ジロウ 

医療法人 ○○会  理事長 浪速 次郎 

 

 

事務担当者名 選挙 一郎 電 話 番 号 ０６－６２０８－８５１１ 

注１ 所在地、名称等は、必ず正式名称を記入してください。 

注２ 口座名義カタカナは、必ず通帳等で確認のうえ、記入してください。（フリガナではないことに御注意ください。） 

注３ 口座名義は、省略せずに必ず銀行届出のとおり正確に記入してください。 

注４ 「ゆうちょ銀行」の場合は、通帳に記載されている口座番号（記号・番号）は、そのまま振込用の口座番号とし

ては使用できません。振込用の「店名・口座番号」が不明な場合は、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、又はＨＰ等

で御確認の上記入してください。 

注５ 不在者投票管理経費請求者又は振替指定口座の名義人（受取人）が不在者投票管理者（指定施設の長）と異なる

場合は、下記委任状に御記入ください。 
 
 

令和  年  月  日 
 大 阪 市 長  あて 

                              （〒５３０－８２０１） 

                     病 院 等 所 在 地 （ 住 所 ） 大阪市北区中之島１丁目３番２０号 

                     フ リ ガ ナ イリョウホウジン      マルマルカイ   ペケペケビョウイン 
                     病 院 等 の 名 称 医療法人 ○○会 ××病院 

                     不 在 者 投 票 管 理 者 氏 名 院長 大阪 太郎       
 

委  任  状 
 

令和●年●月●日執行●●選挙における不在者投票管理経費の 

[①請求 ・ ② 受領 ・③ 請求及び受領]について、 
    

  

に委任します。

◇不在者投票を行った日以降の日付 

大阪市北区中之島１丁目３番２０号 
住 所 

（ 所 在 地 ） 

氏 名 

（名称及び代表者の職氏名） 

◇請求書の日付と同日 

医療法人 ○○会 
理事長  浪速 次郎 

 

令和  年  月  日 

院長 

の印 

院長 

の印 

記載例③ 院長名又は施設長名で請求し、理事長等が費用受領を行う場合 

 

 

◇運営法人名と施設名を記載 

 

 

◇運営法人名と施設名を記載 

◇施設印は不可 

◇施設印は不可 



 

（裏面） 

不 在 者 投 票 者 数 内 訳 

 

№ 
選 挙 管 理 

委 員 会 名 

不 在 者 

投票者数 
№ 

選 挙 管 理 

委 員 会 名 

不 在 者 

投票者数 

  １ 北 区 人 １３ 東 淀 川 区 ２人 

  ２ 都 島 区 人 １４ 東 成 区 人 

  ３ 福 島 区 人 １５ 生 野 区 人 

  ４ 此 花 区 人 １６ 旭 区 人 

  ５ 中 央 区 ３人 １７ 城 東 区 人 

  ６ 西 区 人 １８ 鶴 見 区 人 

  ７ 港 区 人 １９ 阿 倍 野 区 人 

  ８ 大 正 区 人 ２０ 住 之 江 区 人 

  ９ 天 王 寺 区 人 ２１ 住 吉 区 ２人 

１０ 浪 速 区 人 ２２ 東 住 吉 区 人 

１１ 西 淀 川 区 人 ２３ 平 野 区 人 

１２ 淀 川 区 ５人 ２４ 西 成 区 人 

 計 １２人 

 

 

※不在者投票管理経費請求書（裏面） 記載例①～③共通 



別紙 10 

グリーン配送に係る特記仕様書  

 

１ 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に

定める自動車（以下「グリーン配送適合車」という。）を使用しなければならない。 

(1) 低公害車 

ア 天然ガス自動車 

イ 電気自動車 

ウ ハイブリッド自動車 

エ 車両総重量が３．５トンを超えるＬＰガス自動車 

(2) ガソリン自動車 

(3) ＬＰガス自動車（ただし、第１号エに掲げるものを除く。） 

(4) ディーゼル自動車 

 

 

なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン

配送適合車の使用を求めること。 

２ 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車

がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。 

ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使

用する場合はこの限りではない。 

(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 

(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 

３ 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 

４ 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提

示を求めた場合には、協力すること。 

 

 

大阪市グリーン配送に関する問合せ 
 
大阪市環境局環境管理部環境管理課 
 自動車排ガス対策グループ 
電 話：０６－６６１５－７９６５ 

注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域に

おける総量の削減等に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）」に定める窒素酸化物排出基

準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、 

  大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号。以下「条例」という。）第 2条第 2 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3号に規定する暴力団密接 

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・ 

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 受注者は、条例第 7条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴 

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入 

契約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる 

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ 

せなければならない。  

(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら 

れる者から条例第 9条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、 

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担 

当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければ 

ならない。 

また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者 

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると 

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった 

と認めるときは、条例第 12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 受注者は第 3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に 

  協力しなければならない。 

(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの 

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行 

日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じること 

とする。 

 

２ 誓約書の提出について 

    受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明 

した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこ 

の限りでない。 
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